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15春闘の要求作りのために行った春闘ア

ンケートがまとまりました。

上表のように、組合員の生活実態は78.1

％の仲間が「かなり苦しい、やや苦しい」

と回答しています。14春闘の80.3％の数字

と比較しても、到底「前年に比べ改善され

ている」と評価できるものではありません。

年収調査では、400万円を超えていると

いう回答が76％でした。最も高いのが年収

500万円から550万円の層で22.8％を占めて

います。国税庁が発表した、13年の年収平

均額413万円と比較すると高く感じられま

すが、全国平均との比較ですので、当然の

ことです。しかも、この収入を得るために

は「月40時間から50時

間の残業」を必要とし

ています。

厚生労働省が発表す

る「残業手当が支払われている

時間(サービス残業を除くの意味)

は「14から15時間」です。いず

れにしろ「長時間労働をする労

働者は低賃金」という、労働運

動の格言通りの結果となっています。
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長時間・低賃金への不満は、「職場

の不満」のトップになっています。３

つの回答を求めているため率としては

低いものの回答者数は２５２人で回答

者の半数を超えています。賃金に次い

での不満は、経営者の経営努力への不

満となっています。どのような点で不

満かの設問はしませんでしたので具体

的な指摘は出来ませんが「宣伝活動、

料金問題にある｣と思われます。

気になるのは、２２人の仲間が「パ

ワハラがある」と答えていることです。

東自教には、６支部に女性組合員がい

ますが、ほぼ女性組合員数に匹敵しま

す。女性の方全員がパワハラを訴えて

いるとは思えませんから、男性組合が

上司からのパワハラを訴えていると思

われます。３月に最高裁が「言葉だけ

でもパワハラになる」という判決を出

すことが予測されており、日常、何気

なく使っている言葉を「相手はパワハ

ラと思っている」こともありますので、

一段の注意が必要です。

賃金実態と職場の不満のトップになって

いる賃上げ改定は「１万円以上」の回答は

86.9％を占めています。回答数と率では１

万円が55.1％で一位ですが、２万円以上の

回答者も27％になっています。

やはり組合員の方は、生活実態改善につ

ながる大幅賃上げを期待しています。

15春闘は、教習生の減少を全面にすべ

ての要求に否定的態度を示すであろう経

営側との厳しい交渉になると覚悟してお

く必要があります。

労働条件改善に関する要求のトップは、

今年も「施設の改善」でした。「教習所

開設以来の建物」を使用している職場も

いくつかあることから、この結果になっ

たと思われます。

｢定年の引き上げ、選択定年制の導入」

が２番目になっているのは、「平均年齢

４６歳」と関連していると見る必要があ
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ります。意外に感じたのは、公休出勤割

増率の引き上げです。東自教として把握

している以上に、公休出勤が常態化して

いる職場がある可能性があります。公休

出勤は割増賃金の支払いが義務付けられ

ているように、残業と同様、過労死防止

のためにも実労働時間として把握する必

要があります。

東自教が重点的に取り組む課題として

は、賃金・一時金がトップですが「職場

政策の充実、業務拡大」の声が回答者の

過半数を超える仲間から出されています。

経営者に経営努力を求めていることと同

様に、東自教組合員は「組合にも教習生

拡大対策」を求めていることを表してい

ます。単純に「業務拡大をはかる」といっ

ているだけでは組合員の声にそった運動

をやっていると評価してもらえなくなり

ます。

４位に労働時間短縮・休暇取得促進が

ありますが、具体的中身について把握す

る必要がありそうです。職場の不満の３

位に「長時間労働で体がきつい」との回

答がありますので、１日の労働時間短縮

を重点とするのか休暇の増日を重点とす

るのかという点です。１日の労働時間と

すれば所定労働時間短縮なのか、残業削

減なのかによって運動の進め方も変わっ

てくるためです。
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東自教労組は、１月26日、27日の

両日、15支部・日通労組から34人

が参加し箱根・ホテルおかだで15

春闘討論会を開催(写真上)しまし

た。討論会の目的は、秋季・年末

一時金闘争を総括し教訓を春闘方

針に生かすことにあります。

そのため討論会の１日目は秋季・

年末一時金闘争の総括を論議し、

「入所の動向によって成果に違い

が出る」傾向が強まっていること

が明らかになり、職場政策の更な

る取り組み強化が必要なこと。昨

年12月の衆議院選挙の結果、安倍

内閣の暴走が憲法改悪を視野に入

れる段階にまで達していることを

直視し、日本の平和・民主主義擁

護の活動に立ち上がること等が意

思統一されました。

15春闘については、今年からさ

らに18歳人口が減少していくため、

経営側から総額人件費削減の攻撃

が強まること。「合理化」のため

に組合攻撃も強まることが予測さ

れるため支部の団結強化をはかる

ことを前提に、①賃上げ要求は１

万円以上、②一時金は、年間150万

円以上とする統一要求案を意思統

一し、職場学習会・討論に提起し

ていくこと等を確認して閉会しま

した。
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出足はやく新年学習会

肩を組んでサライを合唱

中央支部では、

新年仕事始めと

なった１月５日、

石川相談役を招

き「労働組合の

必要性と労働協

約」を中心とし

た14秋季学習会

を行いました。

学習会では、

昨年の神自教労

組川崎支部の一時金支払い請求裁判の判決

を教材に、労働組合と労働協約の重要性、

必要性を分かり易く解説して頂きました。

また、より良い労働条件、労働環境で仕

事をするためにも労働組合が団結し、要求

を実現し、その権利を守るためにも労働組

合運動が大切であることをあらためて学ぶ

ことが出来ました。

労働組合が力を発揮するためには、全組

合員がキチンとした意識を持って活動に参

加し、他人任せにはしないこと。組合員一

人一人が法律知識も学び、意見交換のでき

る職場にすることなど、組合員の意識向上

の大切さも理解できました。約50分の短い

時間ではありましたが、新人組合員にとっ

ては労働組合の意義を深め、ベテラン組合

員にとっては再確認することができた学習

会でした。

学習会の後は、近くの焼き肉店で旗びら

きを行い、新年早々、当該支部の団結を強

固にする良い機会となりました。(中央支

部・江本組合員通信)

東自教は、12月18日の第５回執行委員会

終了後、池袋の第一インホテルで退任役員

慰労会・執行部忘年会を行いました。退任

役員の慰労と新執行部の忘年会は、本部執

行委員の交流を通じて連帯を深めあうこと

を目的に毎年、行われています。

東自教では、14春闘から教習生の減少に

伴い「合理化」攻撃が強まってくることを

考え、春闘討論会に関係弁護団を招いて交

流をはかり、日常的に教習所情勢を理解し

てもらう取り組みを始めています。年末の

忘年会には、流山支部の残業手当カット裁

判を担当してもらっている江東総合法律事

務所の佐藤弁護士が時間を割いて参加し、

裁判の現状について報告をしていただきま

した。今回の忘年会には参加いただけなかっ

たものの、埼玉総合法律事務所、代々木法

律事務所の弁護士の方からは「次の機会に

は」という丁重な挨拶をいただいています。

14年の活動によって賃上げ・一時金闘争

で大きな成果を勝ち取ったことから、執行

委員の皆さんもほころんだ顔で、最後には

肩を組み合って「サライ」を合唱する等、

ひと時を楽しんでいました。


